
令和２年６月１５日 

 

 

 

 

〇 対象 

・昇降機等（エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機） 

 

〇 変更内容 

小樽市建築基準法施行細則の一部改正（令和２年５月２５日に公布、令和４年４月１日に施行）により、建築基準法第１２条による昇降機等の定期

報告の報告期間、報告月、基準月（報告月を決定するための基準の月）の取扱いを下記のとおり、変更しました。 

ご不明な点等がありましたら、下記の連絡先までご連絡願います。 

 

表 変更項目一覧 

項目 
令和２年度 

（変更前） 

令和３年度 

（基準月設定期間） 

令和４年度以降 

（変更後） 

報告期間 ４月１日～１２月３１日まで ４月１日～翌年１月３１日まで ４月１日～翌年１月３１日まで 

報告月 

・【既存、新設】：基準月※が６月から１２月までの場合 

当該基準月の２月前の月の１日 

～ 当該基準月の２か月後の月の末日まで 

・【既存】：基準月が４月から５月までの場合 

又は、【新設】：基準月が１月から５月までの場合 

４月１日から６月３０日まで 

・【既存・新設】： 

上記の報告期間内 

・【既存、新設】：基準月が１月及び６月から１２月まで 

当該基準月の２月前の月の１日 

～ 当該基準月の末日まで 

・【既存】：基準月が４月から５月までの場合 

又は、【新設】：基準月が２月から５月まで 

４月１日から６月３０日まで 

※基準月 

既存 前回の報告月 

無し 

令和３年度の報告月 

新設 昇降機等を設置した月 

（検査済証の交付を受けた日の属する月） 

昇降機等を設置した月 

（検査済証の交付を受けた日の属する月） 

 

〇連絡先 

小樽市建設部建築指導課管理係 

ＴＥＬ：０１３４－３２－４１１１（内４３２） 

建築基準法第１２条による昇降機等の定期報告の報告時期等の変更のお知らせ（小樽市） 

詳細については、裏面をご参照ください。 



令和２年６月１５日 

 

 

図 令和３年度以降の報告時期 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

報告 基準月

令和3年 令和4年 令和5年

令和３年度は、前年度の報告月によらず、任意の月に報告してください。

（令和３年度が初回の報告となる昇降機等を含む）

令和３年度の報告月が令和４年以降の基準月となります。


